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環境への排出量の経年変化 1
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環境への排出量の経年変化 2
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環境への排出量の変化
ー変化量の大きい物質ー
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PRTR対象外の条例対象物質

アセトン、イソアミルアルコール、
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環境への排出量変化の内訳
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条例の化学物質適正管理制度

化学物質を取り扱う

事業者

化学物質適正管理指針に基づき、
化学物質の排出量等を把握すると
ともに、化学物質の適正な管理に
努めなければならない。

（第 108条第2項）
適正管理化学物質

取扱事業者

(取扱量100kg/年以上) 

・使用量等の報告義務

（第 110条第1項）
・化学物質管理方法書の作成義務

（第 111条第1項）
同上

(従業員21人以上) 
・化学物質管理方法書の提出義務

（第 111条第2項）
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東京都化学物質適正管理指針

３(3)ウ 化学物質の使用合理化等排出削減に関

する取組方法

事業者は、化学物質が環境に及ぼす影響の

軽減を図るため、次に掲げる取組について、目
標を設定し、実施するものとする。

(ｱ)取扱工程の見直し等による化学物質の使用量
等の削減

(ｲ)排出防止設備の改善等による排出量の削減

(抜粋)
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化学物質の挙動
(条例H16集計結果）

使用量

641,800トン

環境への排出量

6,700トン

製品としての

出荷量

518,800トン

事業所外への

移動量

7,500トン

製造量

400トン

消失量

109,900トン
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排出量推計値と環境濃度
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環境濃度（一般局） 排出量

ppm mg/m3 t/年

NOx 0.047 0.097 86,600

SOx 0.004 0.011 6,060

PM,SPM - 0.039 16,200

VOC,NMHC 0.29 0.155 143,250

トルエン
H15

トルエン
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トルエン
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NOｘ
H12
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H12

SOｘ
H12
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H12

考え方を示
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まとめ
ー化管法の見直しの方向ー

• 対象物質の追加
–代替物質にも有害性がある
–目的に光化学対策を加える

• 排出量削減に結びつける仕組み
–排出量データのＨＰ公開
–管理計画の提出義務
– リスコミの義務化

• 届出外排出量の推計精度の向上
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